
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
号

皇
室
経
済
法

第
一
条
　
削
除

第
二
条
　
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
度
ご
と
に
国
会
の
議
決
を
経
な
く
て
も
、
皇
室
に

財
産
を
譲
り
渡
し
、
又
は
皇
室
が
財
産
を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
賜
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
相
当
の
対
価
に
よ
る
売
買
等
通
常
の
私
的
経
済
行
為
に
係
る
場
合

二
　
外
国
交
際
の
た
め
の
儀
礼
上
の
贈
答
に
係
る
場
合

三
　
公
共
の
た
め
に
な
す
遺
贈
又
は
遺
産
の
賜
与
に
係
る
場
合

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
外
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
皇
室
が

な
す
賜
与
又
は
譲
受
に
係
る
財
産
の
価
額
が
、
別
に
法
律
で
定
め
る
一
定
価
額
に
達
す
る
に
至
る
ま
で
の
場
合

第
三
条
　
予
算
に
計
上
す
る
皇
室
の
費
用
は
、
こ
れ
を
内
廷
費
、
宮
廷
費
及
び
皇
族
費
と
す
る
。

第
四
条
　
内
廷
費
は
、
天
皇
並
び
に
皇
后
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
太
子
、
皇
太
子
妃
、
皇
太
孫
、
皇
太
孫
妃
及

び
内
廷
に
あ
る
そ
の
他
の
皇
族
の
日
常
の
費
用
そ
の
他
内
廷
諸
費
に
充
て
る
も
の
と
し
、
別
に
法
律
で
定
め
る
定

額
を
、
毎
年
支
出
す
る
も
の
と
す
る
。

内
廷
費
と
し
て
支
出
さ
れ
た
も
の
は
、
御
手
元
金
と
な
る
も
の
と
し
、
宮
内
庁
の
経
理
に
属
す
る
公
金
と
し
な

い
。皇

室
経
済
会
議
は
、
第
一
項
の
定
額
に
つ
い
て
、
変
更
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
に
関
す
る
意

見
を
内
閣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
意
見
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
内
閣
は
、
そ
の
内
容
を
な
る
べ
く
速
か
に
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
条
　
宮
廷
費
は
、
内
廷
諸
費
以
外
の
宮
廷
諸
費
に
充
て
る
も
の
と
し
、
宮
内
庁
で
、
こ
れ
を
経
理
す
る
。

第
六
条
　
皇
族
費
は
、
皇
族
と
し
て
の
品
位
保
持
の
資
に
充
て
る
た
め
に
、
年
額
に
よ
り
毎
年
支
出
す
る
も
の
及
び

皇
族
が
初
め
て
独
立
の
生
計
を
営
む
際
に
一
時
金
額
に
よ
り
支
出
す
る
も
の
並
び
に
皇
族
で
あ
つ
た
者
と
し
て
の

品
位
保
持
の
資
に
充
て
る
た
め
に
、
皇
族
が
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
身
分
を
離
れ
る
際
に
一
時

金
額
に
よ
り
支
出
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
年
額
又
は
一
時
金
額
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
定
額
に
基
い
て
、
こ

れ
を
算
出
す
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
皇
族
が
初
め
て
独
立
の
生
計
を
営
む
こ
と
の
認
定
は
、
皇
室
経
済
会
議
の
議
を
経
る

こ
と
を
要
す
る
。

年
額
に
よ
る
皇
族
費
は
、
左
の
各
号
並
び
に
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
額
と
し
、
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
皇
族
以
外
の
各
皇
族
に
対
し
、
毎
年
こ
れ
を
支
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
独
立
の
生
計
を
営
む
親
王
に
対
し
て
は
、
定
額
相
当
額
の
金
額
と
す
る
。

二
　
前
号
の
親
王
の
妃
に
対
し
て
は
、
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
金
額
と
す
る
。
但
し
、
そ
の
夫
を
失

つ
て
独
立
の
生
計
を
営
む
親
王
妃
に
対
し
て
は
、
定
額
相
当
額
の
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
独
立

の
生
計
を
営
む
こ
と
の
認
定
は
、
皇
室
経
済
会
議
の
議
を
経
る
こ
と
を
要
す
る
。

三
　
独
立
の
生
計
を
営
む
内
親
王
に
対
し
て
は
、
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
金
額
と
す
る
。

四
　
独
立
の
生
計
を
営
ま
な
い
親
王
、
そ
の
妃
及
び
内
親
王
に
対
し
て
は
、
定
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の

金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
成
年
に
達
し
た
者
に
対
し
て
は
、
定
額
の
十
分
の
三
に
相
当
す
る
額
の
金
額
と
す

る
。

五
　
王
、
王
妃
及
び
女
王
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
各
号
の
親
王
、
親
王
妃
及
び
内
親
王
に
準
じ
て
算
出
し
た

額
の
十
分
の
七
に
相
当
す
る
額
の
金
額
と
す
る
。

摂
政
た
る
皇
族
に
対
し
て
は
、
そ
の
在
任
中
は
、
定
額
の
三
倍
に
相
当
す
る
額
の
金
額
と
す
る
。

同
一
人
が
二
以
上
の
身
分
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
年
額
中
の
多
額
の
も
の
に
よ
る
。

皇
族
が
初
め
て
独
立
の
生
計
を
営
む
際
に
支
出
す
る
一
時
金
額
に
よ
る
皇
族
費
は
、
独
立
の
生
計
を
営
む
皇
族

に
つ
い
て
算
出
す
る
年
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
の
金
額
と
す
る
。

皇
族
が
そ
の
身
分
を
離
れ
る
際
に
支
出
す
る
一
時
金
額
に
よ
る
皇
族
費
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
、
皇
室
経
済
会
議
の
議
を
経
て
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
皇
室
典
範
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、

独
立
の
生
計
を
営
む
皇
族
に
つ
い
て
算
出
す
る
年
額
の
十
倍
に
相
当
す
る
額

二
　
皇
室
典
範
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
算
出
す
る
年
額
の
十
倍
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
成
年
に
達
し
た
皇
族
は
、
独
立
の
生

計
を
営
む
皇
族
と
み
な
す
。

第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
皇
族
費
と
し
て
支
出
さ
れ
た
も
の
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
定
額
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
七
条
　
皇
位
と
と
も
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
物
は
、
皇
位
と
と
も
に
、
皇
嗣
が
、
こ
れ
を
受
け
る
。

第
八
条
　
皇
室
経
済
会
議
は
、
議
員
八
人
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。

議
員
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
議
長
及
び
副
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
宮
内
庁
の
長
並
び
に
会

計
検
査
院
の
長
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

第
九
条
　
皇
室
経
済
会
議
に
、
予
備
議
員
八
人
を
置
く
。

第
十
条
　
皇
室
経
済
会
議
は
、
五
人
以
上
の
議
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。皇

室
経
済
会
議
の
議
事
は
、
過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

第
十
一
条
　
皇
室
典
範
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
第
一

項
、
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
皇
室
経
済
会
議
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

財
務
大
臣
た
る
議
員
の
予
備
議
員
は
、
財
務
事
務
次
官
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
、
会
計
検
査
院
の
長
た
る
議

員
の
予
備
議
員
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
会
計
検
査
院
の
官
吏
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

附
　
則
　
抄

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

こ
の
法
律
施
行
の
際
、
現
に
皇
室
の
用
に
供
せ
ら
れ
て
い
る
従
前
の
皇
室
財
産
で
、
国
有
財
産
法
の
国
有
財
産

と
な
つ
た
も
の
は
、
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
皇
室
経
済
会
議
の
議
を
経
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を

皇
室
用
財
産
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
七
三
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
法
律
第
一
三
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
二
月
二
九
日
法
律
第
二
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
既
婚
者
た
る
親
王
は
、
改
正
後
の
皇
室
経
済
法
第
六
条
第
三
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
独

立
の
生
計
を
営
む
親
王
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
未
婚
者
た
る
親
王
又
は
内
親
王
は
、
改
正
後
の
皇
室
経
済
法
第
六
条
第
三
項
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
独
立
の
生
計
を
営
ま
な
い
親
王
又
は
内
親
王
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
四
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
二
二
日
法
律
第
七
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第

二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


